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変更後 変更前 

 

（監査等の範囲及び目的） 

第２条 （略） 

一―四 （略） 

五 例月出納検査（法第２３５条の２第１項） 会計管理者及び

地方公営企業法の適用を受ける企業の管理者（管理者を置かな

い事業は，管理者の権限を行う知事）（以下「会計管理者等」

という。）の現金の出納事務が正確に行われているか検査する

こと 

六―八 （略） 

２ （略） 

 

（監査等の範囲及び目的） 

第２条 （略） 

一―四 （略） 

五 例月出納検査（法第２３５条の２第１項） 会計管理者，公

営企業の管理者及び病院事業の管理者（以下「会計管理者等」

という。）の現金の出納事務が正確に行われているか検査する

こと 

 

六―八 （略） 

２ （略） 
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